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経済論叢(京 都大学)第155巻 第4号,1995年4月
、

ぐJR連 結財務諸表の作成 をめ ぐる

理 論 問題 の再 検 討(1)宰

一 運輸省連結データの検討を手がかりとして一

藤 井 秀 樹

霊 は じ め に

(D検 討素材 の位置づけ

運 輸 省 鉄 道 局 は1992年10月 に,『 国 鉄 改 革 後5年 間 の 成 果 と課 題 」 と題 す る

レポ ー ト(以 下 た ん に 「運 輸省 レポ ー ト」.とい う)を 公 表 した㌔

同 レポLト は,〔1>JRグ ル ー プ を構 成 す る 主要9法 人2}の す べ て を分 析 対 象

*本 稿 は,財 団法人 日本証券奨学財 団の研究調査助成金 にもとつ く共同研究 「連結会計の理論的

実証的再検討」(平 成4-5年 度,研 究代表者 ・醍醐聰東京大学経済学部教授)に おいて筆者が担
'【1した研 究の成 果をまとめたもので ある。研究成果 の刊行(醍 醐聰編著 「連結会計一一 体 系 と実

態』 同文舘,工995年)に あた り,紙 幅 の制約か ら,筆 者担当稿 のか なりの部分を割愛せざ るをえ

なかった.本 稿 は,筆 者担 当稿の割愛部分 を復元 した うえで,当 該稿 にさ らに加筆 ・修正をほ ど

こ した もので ある。

1)運 輸 省 レポー トの全文 は,1ト ランスポー ト」第42巻 第10 ,1992年1D月,な らびに 『JRガ

ゼ ッ ト」 第68-71号,19925f11月 一1993年2月 に,そ れぞれ収録 されている.こ れ ら2誌 に収録さ

れ た運輸省 レポー トには,文 章表現,収 録 された デー タ ・図表 の種類等に若干の相違がみ られる

が,そ れらは全体の論 旨を左右す るもので はない。以 卜.では注記の便宜上,運 輸省 レポー トから

の引用 は基本 的に,「 トランスポー ト』 第42巻 第10号,1992年P月 によることとす る。

なお,本 稿 が依拠す る主た る公表決算 資料は,「 口窄国有鉄道監査報 告書」 および1日 本国有

鉄道 の改革に関す る施策の実施 の状況に関す る報告』 似 下たん に 『国鉄改革 に関 する報 告」 と

いう}の 各年度版で ある。以下た んに公表決算資料 とい う場合,そ れは,こ れ ら決算資料 のいず

れか,あ るい はその両 方をさす もの とご理解いただ きたい。

2)こ こでい う主 要9法 人とは,JR北 海 道,JR東 日本,」R東 海,1R西 日本,JR四 国,

IR九 州,1R貨 物,新 幹線鉄道保有機構(以 下たんに 「保有機構」 とい う),日 本国有鉄 道清

算事業 団 以 下たん に 「清算事業団」 とい う)を さす。本稿では,こ れ ら9法 人をJRグ ループ

と呼 び,1a連 結デ ータを作成す るさいの連結企業集団 とみなす。

以上 の詳細 について は,拙 稿 「JR連 結決算分析序説u3連 結財務諸表作成の試み 」

「会計検査研 究」 第7号,1993年3月,81ベ ージ,85ペ ー ジを参照されたい、なお以下,本 稿 で/
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と して い る こ と,㈲IO項 目 にわ た る広 範 な 問題 領 域 につ い て 国鉄 改 革 の 前 後 各

5年 間(合 計10年 間)の 時 系 列 分 析 をお こ な って い る こ と..⑯ 内部 資 料 や 一 次

資 料 を分 析 的 に再 構 成 した多 くの図 表 お よび デー タを 収録 して い る こ と,〔i・似

上 をふ ま え た うえで 国鉄 改 革 にた い す る運輸 省鉄 道局 と して の総 合 的評 価 を提

示 して い る こ とか ら,国 鉄 改 革 の 「成 果 と課 題」 に 関 す る実 証 的研 究 を進 め て

い く うえで,き わ め て.貴重 な検 討 素 材 とな って い る 。

しか し,運 輸 省 レポ ー トの 検 討 素 材 と して の意 義 は,以 上 につ きる もので は

な い 。 本稿 との 関連 で と りわ け注 目 され るの は,同 レポ ー トが,IR各 法 人 間

に お け る 内 部 取 引 項 目 の相 殺 消 去 を ふ ま えた 一 種 の連 結 デ ー タ(以 下 た ん に

「運 輸 省 連 結 デ ー タ」 とい う〉 を提 示 し,当 該 デ ー タ につ い て あ る て い ど踏 み

込 ん だ 分析 をお こな って い る こ とで あ る。 別 丁9JAでふ れ た よ うに,問 題 の 重 要

性 に もか か わ らず,,Rグ ルー プ の 連 結 デ ー タ(以 下 た ん に.「JR連 結 デ ー

タ」 とい う)に 類 す る資 料 が 関 係 当 局 に よ って公 表 され た こ とは,そ れ まで 一

度 もなか っ た。 つ ま り,運 輸 省 連 結 デ ー タは,関 係 当 局 に よ って公 表 され た 初

め て の,そ して 現 時 点 で は唯....一の,JR連 結 デ ー タ とな ってい るの で あ る。 本

稿 で運 輸 省 レポ ー トを検 討 素 材 と して と りあ げ るの は,ま さ に,同 レポ ー トの

有 す るか か る意 義 に よ る もの で あ る。.辱

とは い え,会 計 学 の観 点 か ら運輸 省連 結 デ ー タをや や 詳 細 に検 討 す る と,そ

こ には 興味 深 い示 唆 が 含 まれ て い る反面,い くつ か の無 視 しえ ない 問 題 点 も伏

在 して い る こ とに気 が つ くの で あ る。 当該 連 結 デ ー タは,運 輸 省 レポ ー トにお

い て提 示 さ れ た 国鉄 改 革 にた い す る同 省鉄 道 局 の評 価 に連 動 してい るだ けで な

く,国 鉄 改 革 の成 否 に関 す る一般 の 論調 や専 門研 究 に も一 定 の 影 響 をお よぼ し

つ つ あ る4ナ。 した が って,当 該連 結 デー タに い か な る示 唆 と 問題 点 が 含 まれ て

い るか を 明 らか にす る こ と は,会 計 学 研 究 に 課 せ られ た1つ の 社 会 的 責 務 と

＼は,当 該拙稿を 「筆者別稿」(あるいはたんに 「別稿」)と記す。.'1.辱

3)筆 者別稿,84ペ ージD...;」.;

の たとえば,r日 本経済新聞』1992年10月21目付朝刊;桜 井徹 「民営化の到達点と課題」「玉村博

巳編著 『民営化の国際比蜘 八千代出版,1993年,48-55ペ ージなとを参照されたい。
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い っ て も決 して 過 言 で は な か ろ う。 本 稿 は,別 稿 で 筆 者 が 提 示 じたJR連 結

デー タ との 比 較検 討 をつ う じて,運 輸 省 連 結 デ ー タの示 唆 と問 題 点 を 照 射 し,

もって 「国 鉄 改 革 後5年 間 の成 果 と課 題 」 の正 確 な理 解 に接 近 しよ う とす る も

ので あ るげ

あ らた め て指 摘 す る まで もな く,こ の作 業 は,筆 者 が 別 稿 で 提 示 したJR連

結 デー タそ れ 自.体の 適否 を検 証 す る こ とに もつ なが る。 本 稿 で の 検 討 をふ まえ

た う えで,そ の 不備 を お ぎな い,再 度,筆 者 自身が 構 想 す るJR連 結 デー タを.

提 示 して み た い と思 う。 そ の さ い,再 提 示 す るJR連 結 デー タの 検 証 可 能 性 を

確 保 す るべ く.,当 該 連 結 デ ー タの作 成 手 続 は,脚 注 で の 補 足 的 説 明 等 をつ う じ

て,可 能 なか ぎ り詳 細 に提 示 す る こ とに したい 。

(2)問 題の所在.

本題に入るまえに,JR連 結データの作成にかかわるおもな問題点について,

かんたんに言及しておきたい。

JR連 結データの作成作業は基本的には,企 業会計における連結決算制度

(以下.たんに 「連結決算制度」 という)に 準拠 して進められる。かかる作業に

よってはじめて,国 鉄改革の財務的成果を企業会計の観点か ら鳥瞰的に示す

JR連 結データを作成す ることが可能 となるのである。

しか し,JR連 結データを作成す るためには,連 結決算制度が予定 していな

い(そ の意味で 「非制度的」な)い くつかの特殊な処理手続 も同時に必要とな

るのである。そうした処理手続のうち,こ こで とくに強調 してお く必要がある

のは,清 算事業団および保有機構の連結である.

清算事業団は,そ の名称か ら容易に推察されるように,一 種の清算会社とし

て存在 している。そして,周 知のように,連 結決算制度においては清算会社は

連結の範囲に含めないもの とされている(連 結財務諸表原則第3の1の3)。

しか し,国 鉄長期債務等の7割 弱を継承すると同時に,国 鉄改革5年 後の1991

年度末時点でJR鉄 道7社 の発行株式を排他的に所有する(と いうことはすな
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わち連結決算上の親会社に擬制される〉清算事業団を連結から.除外 したのでは,

国鉄改革の財務的成果を鳥瞰的に示すようなJR連 結データを作成することは

まった く不可能となるであろう。つま り,こ の場合,連 結決算上の親会社が同

時に清算会社でもあるという,.きわめて特異な(通 常の企業経営ではあ りえな

い)企 業集団の連結が,不 可欠の作業課題 となるのである。

他方,保 有機構は保有機構法にもとづいて設立された特殊法人であるが,同

機構は設立にあたっていかなる組織体からも出資を受けていない。つまり,同

機構と清算事業団(あ るいはJR鉄 道各社)の 間に,連 結決算制度にいう支配

従属関係は一切存在しないのである。しかし,だ からといって,新 幹線鉄道施

設のすべてを継承 した保有機構を連結か ら除外 したのでは.清 算事業団の場合

と同様,国 鉄改革の財務的成果を鳥瞰的に示すようなJR連 結データを作成す

ることはまった く不日∫能となるであろう。

すなわち,以 上を要するに,国 鉄改革め財務的成果を鳥瞰的に示すような

JR連 結データを作成するうえで,清 算事業団と保有機構の2法 人は必要欠 く

べからざる連結対象となるのである。したがって,本 稿での課題を遂行するた

めには,一 方で連結決算制度を基本的準拠枠 とした連結デ憎タの作成作業を進

めつつ,他 方で清算事業団および保有機構の連結とい う非制度的作業を手掛け

.ることが必要不可欠となるのである。そして,か かる非制度的作業から,さ ま

ざまな理論問題が発生することになるのである。次節以下(と りわけIV節)で

の紙幅の多 くは,そ うした理論問題の検討に費やされている。

』H運 輸 省 レポ ー トに お け るr大 胆 な前 提」 の検 討

.運輸省レポー トは,JR鉄 道各社(運 輸省 レポー トの用語法にならい,.JR

鉄道各社を以下たんに 「JR各 社」 という場合 もある)の 順調な決算を支えて

いる重要な要因の1つ として清算事業団による国鉄長期債務等の継承措置をあ

げ,「経営 に対する国鉄改革のインパク トを的確に把握するためには,JR各

社の収支と長期債務の多くを継承 した清算事業団等との収支を合算し,国 鉄の
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収 支 と比 較 してみ る必 要 が あ る」5♪と述 べ て い る。

別稿 で もふ れ た よ うに,「 〔清 算〕 事 業 団 を含 め た連 結 決 算 を して,そ の赤 字

の 多 少 を比 べ る 見 方 は,は っ き りい って 間違 い だ 」5〕とす る見 解 がJR関 係 者

の 問 に散 見 され るが,運 輸 省 レポ ー トの 上掲 の指 摘 は,そ う した見 解 の 一般 的

妥 当性(す なわ ち国 民 一般 に た いす る説 得 力)を 実 質 的 に否 定 す る もの とな っ

て い る ので あ る。 この こ とを,こ こで まず確 認 して お きた い と思 う。

しか し,「 国鉄 の 会 計 処 理 とJR各 社 等 の会 計 処 理 は大 き く異 な って い る」7》

の で,国 鉄 お よびIx各 社 等 の公 表 決 算 デ ー タを未 加 工 の ま ま比 較 ・分 析 す る

こ とは,理 論 的 に も,技 術 的 に も不 可 能 で あ る。 した が って ,運 輸 省 レポ ー ト

で は,「 大 胆 な 前提 をお い て統一.一的 な 会 計 処 理 で 試算 を行 い,国 鉄 改 革 の前 後

の 収 支 を比 較 す る罫 とい う手 続 が と られ て い る。 同 レポ ー トで 示 され た 「大

胆 な前 提 」 を整 理 す れ ば,.以 下 の とお りで あ る')。

、

5).運 輸省鉄道局,前 掲 レポー ト,33ペ ージ。

6)「 討 論のひろば 国鉄改 革か ら2年 ・JRの 実績 と課題」 「朝 日新 聞』1989年3月29日 付朝刊

にお ける松田昌士氏(JR東r本 常務取締 役 ・総合企 画本部長一 当時1の 発言。

同様 の.見解 は,「 〈特集〉交通経営 フォー ラム ・JNRか らJRへ 一一一鉄 道の経営 革新」 「運輸

と経済j第48巻 第4号,1988年4月,6ペ ージにおける井手正敬氏(JR西 日本代表取締役副社

長 当時)の 発育;住 出正二(SR東 日本代表取締役 社長 当時)r鉄 路 に夢 をのせて』東

洋経済新報杜,1992年,20-22ペ ー ジに もみ ることがで きる。

7>運 輸省鉄道局,前 掲 レポー ト,33ペ ージ。

8>同 上 レポー ト,認 ペー ジ。.

9)同 上 レポー ト,33一鈍ペ ージ昼

国鉄 改革の顛 末な らびにJRグ ループ主要9法 人の経営実態 を最 もよ く知 る立場にあ るはずの

運輸省 鉄道局でさえ,jR連 結 データを作成す るにあた り 「大胆な前提」 を置かざ るをえなかっ

た とい うのは,筆 者 にとっていささか意外であ った。

とい うの も,国 鉄改革が 「国政 上の最重要課題」(国 鉄再 建監理委員会監修1国 鉄改革一一 鉄

道の未来 を拓 くた めに一...」運輸 振興協会,1985年,139ペ ー ジ)で あ り,し か も 「多 くの関係

者の多 大な労 苦二と全 国民 の並. な々 ら殿協力 によって成 し遂げ られ るもの」 〔同上書,107ペ ー ジ)

である以上,当 該改 革の財務的成果 を継続的かつ体系的に追跡 ・検証するための制度 的体 制が関

係 当局 内に当然設置 されてい るはずだ と,筆 者 は考えていたか らであ る.

この 問題は,国 鉄時代 に実施されていた線区別収支管理が,そ の算 定作業 が膨大で ある等 と し

て,国 鉄改革以降,JR旅 客.各社で は実施されな くな った事実 〔総務庁行政監 察局.「旅客鉄道株

式 会社 に対す る監督行政監察結果報告書』1991$11月,36ペ ー ジ〕 と軌 を一 に しているよ うにも

思われ る。
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A.国 鉄改革以前の国鉄損益データ

7R鉄 道各社の会計基準に準 じて以下のような処理をおこなう。

(イ)営 業収益には旅客 ・貨物収入および雑収入を計.ヒする。

(ロ)営 業費には人件費,物 件費および減価償却費を計 ヒする。.

㈲ 営業外利益i〔「営業外収益」の誤 りではないかと思われる一 引用

者注)に は雑利益を計..ヒす る。

←)営 業外費用には雑損失,利 子 ・債務取扱諸費等を計上する。

㈱ 特別利益には固定資産売却収入,助 成金受入等を計上する。

囚 特別損失には固定資産除却損等を計上する。

B.国 鉄改革以後のJR各 社等損益データ

JR鉄 道各社,清 算事業団,保 有機構および鉄道整備基金の決算を合算

して,JR連 結データを作成する。そのさい,以 下のような,各 法人間の

内部的な支払 ・受取を控除する。

〔イ).JR鉄 道各社相互間の収支(路 線使用料,駅 相互使用料等)

〔ロ)新 幹線 リー深耕(新 幹線譲渡)関 係の収支

㈲ 保有機構が清算事業団に支払う借入金利息関係の収支等

C.清 算事業団における..部損失の控除

清算事業団の損失のうち,日 本鉄道建設公団および本州四国連絡橋公団

からの長期債務継承にともなう損失(以 下たんに 「公団債務継承損」とい

う』 引用者注)を 控除する。

以.ヒの 「大 胆 な 前提 」 に も とづ い て作 成 さ れ た のが,表1の 国 鉄 ・∫R損 益

デ ー タ(以 下 た ん に 「運輸 省 デ ー タ」 とい う)で あ る。 運 輸 省 レポー トは,当

該 デ ー タ に依 拠 しな が ら,国 鉄 改 革 前 後 の損 益 比 較 を お こ ない,損 益 数 値 にみ

る業 績 が 国 鉄 改 革 を契 機 に 大 き く好 転 して い る こ とを 強調 して い る。 と りわ け,

「営 業 損 益 につ い て は,国 鉄 改 革 を契 機 に赤 字 か ら黒 字 に転 じて お り,ヒ の こ

ヨ

、.

ー



表1運 輸 省 レポー トにお け る国鉄 ・JR損 益 デー タ
(単位:億 円)

項 目 1982年 度 1983年 度 .1984年 度 1985年 度 ユ986年 度 1987年 度 1988年 度 1989年 度 1990年 度 199上.年度

営 業 収 益
.r..........「.....r.一..・ ・

29,493

.

・.....

29,606 .31,027 33,105 34,168 35,329 38,009 39,498

、一

42,447 44,154

営 業 費 38,774 40,371 39,963 42,262 37,728 32,762.......33,781

...」........T■

35,415

...一..LLL.・..

36,385

....

馳........

38,960

(人 件 費)
一 」幽.「 ■ 「冒 ■.......一 一 幽 ・・...

20,574.. 2ユ,141 20,939 23,024 21,152 17,842 17,119 18,492 ユ7,448 ユ8,117

営 業 損 益 △9,281 ム ユ0,765. △8,937 △9,156 △3 ,561

...

「T

2,567

■.......幽 幽.幽 幽.

4,228.

..

「 「「 罰 ・L....T

4,〔}83

■.F「 「■ ■.....幽

.6,062

幽............

5,194

経 常 損 益 △21,407 △24 ,896 △24
,272 △25,849 △19,706 ム ユ3 ,257 △13,080 ..△12 ,866 △10,444 △11,273

特 別 利 益 7・.967 8,700 8,084 7,678 7,1ユ4 3,752 5,098 9,991 19,4ユD 10,604

個 定資産売却費〉
■......…-.「...幽 幽 ・・.... _.… エ92

1,661 1,531 1,594 3,220 1,328 2,035 2,491 8,110 7,772

特 別 損 失 338 408 316 307 ユ,Ol9 649. 1,142

.

「-...「 「.「.

1,362

...幽 ・........

2,134

「 「.・ 幽凹......-

2,318

当 期 損 益 △13
,778 ム ユ6,604 △16 ,504 △181478 △13,610 ム ユ0 ,154 △9

,124 △4,317 6,832 △2,987

(原注〉 端数処理のため,差 し引きが合わない場合がある.

(注1)表 の原 タイ トルは 「国鉄の決算 の推移(昭 和57年 度～昭和61年 度)と]R各 社等の決算の合算の推移 面 前62年 度～平成3年 度)」で

ある。

(注2〕 本稿の他の表 との統一惟を確保するため に,年 度表記は西暦 に改めた。

(注3)「 固定資産売却費」は 「固定資産売却収入」の誤 りで はないか と思われる,
〔注4)1989年 度の当期損益 「△4、31ア」 は 「△4 ,237」の誤 りではないかと思われる。なお,△ はマイナスの金額を表わす。以下同 じ。

〔出所)運 輸省鉄道局 「国鉄改革後5年 間の成果 と課題」 『トランスポー ト』 第42巻 第10号 ,1992年10∫1,36ペ ー ジ。..・部省略。
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とは特 筆 に値 しよ う」'のと,岡 レポ ー トは 述べ て い る。.

問題 は,運 輸 省 デ ー タ の言 明能 力 い か んで あ る。 あ らた め て指 摘 す るま で も

な く,そ の言 明能 力 は基 本 的 に は,以 上 にみ る 「大 胆 な前提 」 の 理論 的妥 当性

い か ん に依 存 して い る。

とこ ろが,運 輸 省 レポ ー トにお い て は,上 記A,B,Cに 整理 した 断片 的 な

処 理手 続 が 提 示 され て い る の み で,「 大 胆 な 前 提 」 の 全 容 は 明 らか に され て い

な い 。 運 輸 省 デ ー タめ言 明能 力 を検 証 す る た め に は,「 大 胆 な 前 提 」 の 全 容 を

明 らか に した う えで,そ の理 論 的 妥 当 性 を会計 学 の観 点 か ら検 討 す る こ とが不

可 欠 の 作 業 と な るで あ ろ う。 そ こで,次 節 以 下 で は,公 表 決 算資 料 お よ び利 用

.可 能 な そ の他 の 関連 文 献 ・資 料 に よ りなが ら,そ の 作 業 を進 め て い く こ とに し

た い と思 う。

ただ し,表1に み る よ うに,運 輸 省 レポ ー トで は 損益 計 算 書 の連 結 のみ が 問

題 とされ,貸 借 対 照 表 の 連 結 は考 慮外 にお か れ て い る。 した が って,以 ドで の

検 討 も,さ.し あ た りは,損 益 計 算 書 デ ー タ に ま とを 絞 った か た ち で進 め て い く

こ とにす る。

III運 輸 省 デ ー タの 検 討 〔1>、

一....国鉄損益データについて一

(1)公 表決算 データにもとづ く国鉄損益デ ータの再 現

運輸 省 レポ ー トに お け る 「大 胆 な前 提 」 の全 容 を明 らか に す るた め の予 備 的

作 業 と して,本 節 で は まず 同 レポ ー トで 提 示 され た 国 鉄 損 益 デ ー タに 着 目 し,

当該 損 益 デ ー タが 具 体 的 に ど の よ う な集 計 処 理 に も とづ い て 作 成 さ れ た もので

あ る か を 明 らか に してい きた い と思 う。 国 鉄 損 益 デー タ に着 目す るの は,当 該

デ ー タの集 計 処 理 につ い て は内 部 取 引 項 目の 相 殺 消 去 が 不 要 で あ り,し た が っ

て,そ の集 計 処 理 の プ ロ セ ス を追 跡 す る こ とが 比 較 的 容 易 だ か らで あ る 。 国鉄

損 益 デ ー タの集 計 処 理 は,同 レポ ー トにお け るJR連 結 デー タの 作 成 手続 を推

10)運 輸省鉄道局,前 掲レポート,35ページ。

.
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JR連 結財務諸表の作成をめぐる理論問題の再検討(1>(323)9

寇 す るた め の 重 要 な手 が か りとな る で あ ろ う。

表2は,表1の 国 鉄 損益 デー タの作 成 に 関連 した と思 わ れ る公 表 決 算 デー タ.

を,国 鉄 の公 表 決 算 資 料 か ら集計 した もの で あ る 。 これ らの公 表決 算 デ ー タ を,

下 記Dの よ う に再 集 計 す る と,表1の 国 鉄損 益 デ ー タを ほ ぼ完 全 に再 現 す る こ

とが で き る。 した が って,下 記Dに 掲 げ た 一 連 の 集 計 処理 は,.国 鉄 損 益 デ ー タ

の作 成 に 関す る 「大 胆 な前 提 」 の 全 容 を示 す もの と考 えて よい で あ ろ う。

つ ま り,こ れ に よ っ て,国 鉄 の 公 表 決 算 デ ー タ を 「JR〔 鉄 道.各社 〕 の会 計

基 準 に 準 じて 」鋤 再 集 計 した とい う運 輸 省 レポ ー.トの 「大 胆 な前 提 」 を,具 体

的 な勘 定 科 目 の レベ ルで 確 認 す る こ とが で き るの で あ る。

D.運 輸省 レポー トにおける国鉄損益データの集計処理(推 定)

(イ)営 業収益=旅 客収.入+貨 物収入+雑 収入

(切 営業費≡人件費+物 件費+減 価償却費

の.営 業外収益=雑 利益

(⇒ 営業外費用=利 子及び債務取扱諸費+繰 延資産償却費+雑 損失

+特 定長期借入金利子

㈱ 特別利益≡固定資産売却収入+見 返勘定取崩額+助 成金受入

+財 政再建利子補給金

的 特別損失=固 定資産除却費+特 別勘定への繰入.

運 輸 省 レ ポ 』 トに お け る 国 鉄 損 益 デ ー タ の 集 計 処 理 は,以 上 に み る.よ う に,

基:4:的 に は,鉄 道 事 業.会 計(よ り正 確 に い え ば ユ987年2月20日 遅 輸 省 令 第7号

「鉄 道 事 業 会 計 規 則 」)の 損 益 計 算 書 様 式 に 準 じ た も の と な っ て い る 拗。

ち な み に,.筆 者 が 別 稿 で 国 鉄 損 益 デ ー タ を 作 成 す る さ い に お こ な っ た 集 計 処

11}運 輸省鉄道局,前 掲 レポー ト,33ペ ー ジ。

12)鉄 道事業 会計規則 は,鉄 道事業法第20条 第1項 に もとつ く運輸省令 として制定 された もので,

会計 制度上 は,計 算 書類規則紀 よび財.務諸表等親則の特例 として位 置づけ られている。

鉄 道事業 会計規 則の詳細 について は,.谷 哲二郎 ほか 「新 会社の経 理制度 につい て」 『国有鉄

道 ・国鉄線」 第45巻 第2号,1987年2月,8ペ ー ジ以下;藤 原威.・郎 「鉄 道事業法解説」 『JR

ガゼ ッ ト」 第ア1号,1993年2月,70ペ ージ以下 などを参照 されたい。.
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表2国 鉄の公 表決算 デー タ(損益計算書 デー タ)
(単位 億 円)

1982年 度 1983年 度 1984年 度 1985年 度 1986年 度

一般勘定損益計算書

営 業 収 入 33,130 32,989 33,898 35528 36,05ユ

旅 客 収 入 25,415 25,797 27,504 29,422 30,269

貨 物 収 入 2,794 2,415 1,985 1,857 1,676

雑 収 入 ユ,284 1,394 1538 1,826 2,223

助 成 金 受 入 3,638 3,383 2,871 2,422 1,883

営 業 経 費 47,749 51,401 52,091 55,728 53,052

!営 業 費 34,466 35,740 35,318 37,637 33,119

人 件.費 20,574 21,141 20,939 23,024 21,152

物 件 費 13,892 14,599 14,379 14,613 ユ1,967

利了・及び債務取扱諸費 7,989 9,785 10,926 12,199 13,253

減 価 償 却 費 4,308 4,631 4,645 4,624 4,610

固定資産除却費 338 408 316 286 1,018

繰延資産償却費 648 836 886 982 1,〔}52

営 業 外 収 益 931 1,913 1,788 1,819 3,604

見返勘定取崩積 166 .199 225 255 284

固定資産売却収入 707 1,661 1,531 1,544 3,220

雑 利 益 58 53 32 19 lot
,

営 業 外 費 用 90 105 99 96 213

特 別勘 定へ繰 入 一

一一

21

一

難 損 失 90 105 99 75 213

本年度純損益 △13,778 △16,604 △16 ,504 △18 ,478 △13 ,610

特定債務整理

特別勘定損益計算書

財政再建利子補給金! 3,457 3,457 3,457 3,457 1,728

特定長期借入.金利子: 3,457 3,457 3,457 3457 1,728

」
ヨ
卍

週

潭一

1

(注)億 円未満は四捨五入 したので合 計額の一致 しない部分 がある。

(資料〕1983-1985年 度 につい てはr日 本国有鉄道監査報告書』各年度版,1986年 度 について は清

算事 業団 『昭和61年 度 日本国有鉄道 の決算 につ いて」,横 堀充 「国鉄 の最 終決算 と閉止貸

借対 照表」 「運輸 と経済」 第4呂巻第10号,69-77ペ ー ジ,「運輸 白書」1988年 度版,参 考資

料,8-9ペ ージによ り作成。
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7R連 結財務諸表の作成をめ ぐる理論問題の再検討(11(325)11

理 を表2の 勘 定 科 目 に も とづ い て 整 理 す る と,下 記Eの よ う に な る。

E.

〔イ)

〔ロ)

い)

←)

筆者別稿における国鉄損益データの集計処理

営業収益=旅 客収入+貨 物収入+雑 収入

営業費=人 件費+物 件費+減 価償却費7特 定人件費

営業外収益=固 定資産売却収入+見 返勘定取崩額+雑 利益

+助 成金受入+財 政再建刷了補 給金

営業外費用=利 子及び債務取扱諸費+固 定資産除却費

+繰 延資産償却費+特 別勘定への繰入+雑 損失

+特 定人件費+特 定長期借入金利子

運輸省 レポー トにおける集計処理 と筆者別稿における集計処理には共通点

(たとえば特定債務整理特別勘定損益計算書項目を国鉄の損益項目として戻入

.れるなど)も 少なくないが,同 時に,.い くつかの相違点も観察される。そうし

た相違点のうちとくに重要と思われるのは,(i}特 定人件費の集計処理(す なわ

ち当該人件費を営業費に算入するか否か)と,(ii損 益の区分様式(す なわち営

業外損益と特別損益を区分するか否か)の2点 である13〕。そこで以下では,こ

れら2点 について,や や立ち入った.検討をくわえてみることにす る。

〔2)特 定 人件費の集計処理

「戦 中 ・戦 後 の 職 員 大 量 採 用 と 満 鉄 な ど の 植 民 地 錐 道 か ら の 引 揚 者 の 受 入 れ.

に よ っ て 職 員 の 年 齢 構 成 に 大 き な 歪 み が 生 じ て い た と こ ろ に,そ の 人 達 が1980

年 代 に 退 職 期 を む か え る」14〕こ と に な っ た 。 特 定 人 件 費 と は,職 員 の か か る 大

13)た だ し,1986年 度の運輸省 デー タと筆者 別稿デー タの相 違の一部(た とえば,営 業収益,当 期

損益 などの相違)は,公 表決算デー タその ものの相違に由来す るもので ある。 この相違は,1986

年度 について は2種 類(あ るいはそれ以上)の 公表決算 デーータが存在す るため に生 じた ものであ

る。

筆者別稿デー タは,清 算事業団r昭 和61年 度 日本 国有鉄 道の決算 につ.いて』 によるものである.

運輸省デー タは,「 運輸 白書」1988年 度版、参考資料,8-9ベ ージに収録 された国鉄決覧デー タ

と一致 している.本 稿 では,運 輸省デー タとの比較 可能性 をで きるだ け高め るため に,「 運輸白

書」1989年 度版所収の公表決算デー タに もとづいて19864F度 の国鉄損益 デー タを再集計 した.
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量退職によって発生した 「退職手当と共済年金の異常負担分」15)をいう。.

こうした性格を有する特定人件費を.企業会計の観点からどう集計処理す るべ

きかを考えるうえで示唆的なのは,国 鉄監査委員会の以下のような見解および

措置である。ちなみに,国 鉄監査委員会は,1956年 に設置された国鉄の内部監

査機関であり,「監査 の結果に基いて,日 本国有鉄道の業務に関 し改善を必要

とする事項があると認めるときには,運 輸大臣に意見を提出 し,又 は 〔国鉄〕

理事会に意見を述べることがで きる」(日 本国有鉄道法弟14条 第4項)と され

ていた。

国鉄監査委員会は,国 鉄経営再建促進特別措置法(19801f12」]27日)に もと

つ く経営改善計画の成果を明らかにするべ く,1980年 度の 『日本国有鉄道監査

報告書』か ら 「経営成績の試算」 〔198ユ年度か らは 「経営改善計画の収支」)を

開示 しはじめた1%そ のさい,同 委員会は,「国鉄 自らの営業活動の成果であ

る営業損益を,よ り明確には撮するため」17,(傍点は原文のまま)に,「 構造的

問題とされている特定退職手当と特定年金相当額とを特定損失 として区分(す

なわちこれ ら特定損失を営業損益から控除 引用者注)」18)する措置を講 じて

いるのである。

つまり,特 定人件費は 「国鉄の経営責任のらち外にある」L9負担を表わ して

いるので,「 国鉄 自らの営業活動の成果である営業損益」を把握するためには

当該人件費を営業費(た だし 『日本国有鉄道監査報告書』では 「営業経費」 と

14)今 城光英 「国鉄財政の破綻 と 「改 革』」野田.正確 ほか編r日 本の鉄 道 成立 と展開一 」 日

本経 済評論社,且986年,315ペ ージ。

15)同 ヒ論文,315ペ ー ジ.

16>た だ し試 行的な意味 をもつ 「国鉄経営 成績の分析試 算」は1979年 度か ら開示 されている(「 日

本 国有鉄道監査報 告書』1979年 度版,125ペ ージ1。

17)「 日本国有鉄道監査報 告書11980年 度版,175ベ ー ジ。

18)同 上報告書,175ペ ー ジ。
一般勘定損益計算書 において も,1978年 度か ら,退 職手当の異常支出額を明示 するために,基

準退 職人員を超 える退職人員 にかかわ る退職手当を特定退 職手当 として整理 し,当 該年度純損失

の うち特定退職 手当に相当す る額 を特定退職.手当純損失,残 余の額を一般純損 失と して,そ れ ぞ

れ 内訳表示す る措 置が とられ てい る。

19)今 城,前 掲論文,315ペ ー・ジ.
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いう用語が使用されている〉から控除する必要があるというのが,国 鉄監査委

員会の見解であった。この控除措置は,当 該人件費の 「異常負担」項目として

の性格を期間損益計算に反映させたものであ り,「国鉄自らの営業活動の成果」

を把握するという同委員会の 「試算」の趣旨からすれば,き わめて当然の措置

であったということができよう。別稿において筆者が特定.人件費を国鉄の営業

費から控除 したの.も,ま さにかかる理由によるものであった。

すでにみてきたように,運 輸省データの作成においても,JR鉄 道各社の会

計基準(す なわち鉄道事業会計規則の損益計算書様式)に 準じたデータ集計が

意図されている。そうであればこそ,運 輸省レポー トにおいて.も,「国鉄自ら

の営業活動の成果」を表わす営業損益の再計算にあたっては,特 定人件費を営

業費から控除する措置がとられてしかるべきであったといわねばなるまい。

(3)営 業外損益 と特別損益の区分

筆 者 別 稿 で は,国 鉄 損 益 デー タの 集計 にあ た り営 業 損 益 と営 業 外 損 益 の区 分

のみ をお こ ない,営 業 外損 益 と特 別 損 益 の 区分 を お こなわ なか った 。

とい うの は,国 鉄 の 一般 勘 定損 益 計 算 書 は営 業 損 益 と営 業 外 損 益 の2区 分 セ

作 成 され て お り 〔表2参 照),し か も 「営 業 経 費」 と して 整 理 され た金 額 の な

か に は 国 政次 元 の 政策 的 判 断 に起 因す る,国 鉄 に とっ ての 管 理 不 能 費(東 北 ・

.ヒ越 新幹 線 の建 設 投 資 にか か わ る利 子 等 が そ の典 型 で あ り,企 業 会計 の観 点か

らす れ ば特 別 損 失 と して整 理 す るの が 適 当 と思 わ れ る項 目)も 多 く含 まれ てい

る た め に,一 般 勘 定 損 益 計 算 書 の 公 表 決算 デ ー タ を企 業 会計 上 の損 益 区分 に も

とづ い て 再 集 計 す る こ と(と りわ け営 業外 損 益 と特 別 損 益 に 区 分 集 計 す る こ

と)が い ち じる し く困 難 だ った か らで あ る蹴。

20)た とえば.東 北 ・上越新幹線の建設投資にかかわる利子は,「利子」という勘定科 目(す なわ

ち決算処理上の形式}か ら判断すれば営業外費用 となるであろうが,そ れが国政次元の政策的判

断の所産であり.「国鉄の経営責任のらち外にある」異常負担項目をなすという経済的実質から

判断すれば特別損失となるであろう。政府の政策的介入を不断にうけてきた国鉄時代の決算には,

こうした問題を.含んだ項目が少なくない。事実,東 北 ・上越新幹線の建設投資にかかわる費用に

ば.以 上の利子のほか,上 越新幹線の公団借損料,東 北 ・上越新幹線にかかわる減価償却費 ・/

戸
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つま り,公 表決算データの集計処理にかかわる仮定や見積を必要最少限にと

どめ,そ のうえで 「国鉄自らの営業活動の成果である営業損益」のより正確な

把握を試みるべ く,.営業損益 とそれ以外の損益(す なわち営業外損益)の 区分

集計を実施するとい うのが,別 稿における筆者の基本的な立場であった。

しかし,.運輸省 レポー トにみるような 「大胆な前提」にもとづいて公表決算

データを,営 業損益,営 業外損益,特 別損益の3区 分に再集計することも一つ

の試みとしては可能であり,あ るいはむ しろ,そ うした再集計をおこなった方

が,国 鉄決算の推移を会計学的直観によって把握するにはよ り好都合であった.

かもしれない9'

そこで本稿では,運 輸省 レポー トにおける 「大胆な前提」にならい,公 表決

算データを.L記3区 分に再集計 し,そ のうえで,再 度,国 鉄損益データを提示

す ることにした。なお,特 別損.益の区分をもうける以.ヒ,「国鉄の経営責任の

らち外 にある」異常負担項目としての特定人件費は,当 然のことながら,特 別

損失として再集計されるべ き項目となる21㌧

＼固定資産除却費 ・繰延資 産償却 費が ある.

ここで注 目されるの は,国 鉄監 査委 員会が,こ れ ら費用 を 「東北 ・上越新 幹線 資本費関係負

担1と して...括集計 し,当 該負担額 を控除 したうえで 「経営改善計画の全 体収 支の損益 」を算 出

している ことである 〔た とえば,『 日本国有鉄道監査 報告書」1985年 度版.156,一 ジ)。

国鉄監査委 員会のかか る措置 にならい,特 定人件費 と同様,東 北 ・上越新幹線資本費関係負担

につ いて も,こ れ を営業 費な1.・し営業外費用か ら控除 し,特 別損失 として再集計 した方 が,理 論

的にはよ り適切で あった と考 えられ る。 しか し,東 北 ・上越新幹線資本費関係負担 〔相 当額)を

国鉄改革後の公表 決算資料 か ら抽 出す ることは技術的 に不可能であ り.し たが って,当 該資本費

関係 負担を国鉄 の特 別損失 と して再集計 した場合には,国 鉄損益デー タとjR連 結デー タの比較

可能性が維持 で きな くなる。かか る理 由によ り,本 稿 〔お よび筆者別稿〉では,こ うした集計処

理 を見送 らざるをえなか った。 この問題 につ いては後Hさ らにつ つ込んだ検討を くわえてみたい

と思 う。

なお,付 言 しておけば,以 上 と同様の問題が,保 有機構お よび清 算事業 団の公表決算 デー タに

ついて も指摘 で きるであろう。 というのも,そ の設立の経緯か らして,保 有機構および清算事業

団の公表決算デー タにば,当 該 各法人(あ るいはJRゲ ループ)の 「経営責任の らち外 にある」

異常 負担金額がか な り混在 して いると考 えられ るか らであ る。 したが って,理 論的な正確廿を追

求す る場合には,勘 定利.目単位で 当該 各法 人の決算金額 を(再)集 計す るのではな く,こ れを発

生原因別に細区分 し,そ のうえで,当 該.各細 区分金額 を 〔再)集 計す る必要があろ う.し か し,

そ うした(再1集 計 処理 を公表決算資料 に もとづいて実施す ることは,ほ とん ど不可能 といって

差 し支えない、本稿(お よび別樹 でかか る(再 〉集計処理 を断念 したゆ えんである.

21)特 定 人件費は,〔i階 定退職手 当,〔Li階定年金,(ihl以上 にかかわ る利子の3項 目か らな る。 と/

凡.=
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(4)小 括

以 上 を整 理 す る と,国 鉄 損 益 デ ー タは,.下 記Fの よ うに再 集 計 さ れ.るべ き こ

と と な る。 本稿 で再 提 示 す る国鉄 損 益 デ ー タ も,下 記Fの 集 計 処 理 に も とづ い

て 作 成 され る。

な お,付 言 して お けば,国 鉄(な ら び に 後 述 す る 清 算 事業 団 お よ び保 有 機

構)の 公 表 決算 デ ー タ にお い て は,発 生 原 因 の異 な る(と い う こ とは す な わ ち

会 計 的性 格 の 異 な る)金 額 が 同一 の勘 定 科 目 に合 算 して 整 理 され て い るケ ー ス

が 少 な くな い。 か か る ケ ー ス につ い て は,当 該 各 金 額 を勘 定 科 目単位 で(再}

集 計 す るの で は な く.,こ れ を発 生 原 因別 に細 区 分 し,そ の うえ で,当 該 各 細 区

分 金 額 を(再)集 計 す るのが,理 論 的 に は よ り望 ま しい 処 理 で あ る とい え よ う。

しか し,そ う した(再)集 計 処 理 は,資 料.ヒの 制 約 に よ り,本 稿 で は 見 送 らざ

る を え なか っ だ%こ れ は,公 表 決 算 デ ー タ の外 部 分 析 に付 随す る1つ の 限 界

を 示 す もの と もい え よ う。

F.本 稿における国鉄損益データの集計処理

ω

@

㈲

4

営業収益≡旅客収入+貨 物収入+雑 収入

営業費=人 件費+物 件費+減 価償却費一特定人件費

営業外収益二雑利益

営業外費用=利 子及び債務取扱諸費+繰 延資産償却費+雑 損失

+特 定長期借入金利.予一特定人件費にかかわる利子

＼ころが,国 鉄 の公表決算 デー タでは,lqお よび働 は人件費に整理 され,(s)は 利.子及び債務取扱諸

費に整理 され てい る。特定人件費 とそれ にかかわる利 子を皿節〔4:IFのよ うに集計 したのは,か か

る事情 による.一

なお,「 日本国有鉄道監査報 告書』所 収の 「経営改善計画 の収 支」 には,実 際 に支払われた特

定 人件費関連利r・と特別退職手 当補給金の差額が岡 の利子 として集計 され ている巨)で,デ ー タの

再集計 にあ たって は.特 別退職手当補給 金控除前の金 額を当該利子 として集計 し,補 助金受入 に

は特別退職 手当補給金を加算 した補助金総額を集計す る必要があ る。

特定 人件 費の集計処理 に関す る以 トの詳細については,た とえば,「 日本国有鉄道監査報告書」

1985年 度版,156ベ ージを参照されたい。

22}こ の理由 の詳細 について は,た とえば,脚 注20>お よび26)な どを参照され たい、
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㈲ 特別利益=固 定資産売却収入+見 返勘定取崩額+助 成金受入

+財 政再建利子補給金

囚 特別損失=固 定資産除却費+特 別勘定への繰入+特 定人件費

+特 定人件費にかかわる利子

あらためて指摘するまで もなく,上 記Fの 集計処理は,R3連 結データの作

成手続にも連動する。すなわち,JR連 結データの作成においても,公 表決算

データは,営 業損益(そ の.主たる内容は鉄道事業収.入とその関連費用等),営

業外損益(そ の主たる内容は受取利息 ・支払利息等),特 別損益(そ の主たる

内容は補助金収入および固定資産売却損益等)の3区 分で再集計され,特 定人

件費(相 当額)は 特別損失として再集計される。

ゴー
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